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新型コロナウイルス感染症に係る教育活動について（第 45 報 9 月 29 日時点） 

 
 仲秋の候、保護者の皆様には新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応につきまして、ご理解
とご協力を賜り感謝申し上げます。 
 既にマスコミ等からの情報でご承知のとおり、本県に 8 月 2 日から発出および延長されておりま
す「緊急事態宣言」が、今月 30 日を以て解除される見込みとなりました。全国的に新規感染者数が
減少しているものの、病院等の医療体制がひっ迫した状況は大きくは改善されておらず、まだまだ
収束にはほど遠い状況です。宣言は解除されますが、今後も、生徒の皆さんには校内での感染防止対
策に協力をいただきながら、教育活動を進めてまいります。 
 そこで、10 月 4 日(月)からは感染防止対策を十分に講じながら、学校再開ロードマップステップ
4 に準じた活動に移行し、以下のとおり通常に近い教育活動を行うことといたします。ただ、10 月
3 日(日)までは、現在のステップ 3 に準じた活動で 45 分授業、完全下校時刻 17 時とします。 
 今後の感染状況を鑑みて、国、自治体等からの要請があれば、変更の可能性があることをご理解い
ただくとともにご承知おきください。 
 毎度繰り返しになりますが、ご家庭におかれましても、毎日の検温や健康観察、不要不急の外出自
粛、外出時のマスクの着用、石けんによる手洗いや手指の消毒等、引き続き感染予防に努めていただ
きますよう重ねてお願いいたします。 
 

記 
 

１ 授業について 
授業は通常どおり 50 分授業を実施します。 

 
２ 登下校時刻 

   開門時刻は７時 40 分、自主学習も含めて完全下校時刻は 18 時とします。 
 

3 部活動 
   部活動は通常どおりとします。一方、神戸市外での活動、他校との交流については原則 10 月 

14 日(木）まで実施不可としますが、公式の試合や大会、また、特別な理由がある場合について 
は実施可能とします。 

  朝練は可能としますが、生徒の体力や学習時間の確保を考慮して、練習は土日のいずれか 1 日 
を休むようにいたします。（火曜日は従来どおりノークラブデイです） 

 
４ 主な行事について 

  (1) 体育祭 
 10 月 8 日(金)は規模を縮小し、競演技内容も密を避けたプログラムで実施します。具体的に 
は、昨年度と同様、野外であっても感染防止対策を講じながら、中学校は午前、高等学校は午後 
と分けての実施とします。なお、保護者の観覧につきましては、中学 1 年生、高校 2 年生およ 
び高校 3 年生の保護者のみとし、それぞれ各家庭 1 名までとさせていただきますのでご理解と 
ご協力のほどお願いいたします。詳細は後日、文書を配付いたします。 
 
(2) 研修旅行、宿泊旅行 
高校 2 年生の研修旅行(北海道方面)は 11 月 4 日(木)～7 日(日)、中学 3 年生の宿泊旅行(沖縄 

方面)は 12 月 7 日(火)～10 日(金)に日程を変更して実施する予定です。これらの日程に伴い、 
高校 2 年生の中間考査は 10 月 21 日(木)、22 日(金)、27 日(水)、28 日(木)、中学 3 年生の期末 
考査は 12 月 1 日(水)～4 日(土)へそれぞれ変更します。また、高校 2 年生は 10 月 23 日(土)と 
11 月 8 日(月)を旅行中の休日の振替休日とします。 
 

５ 学校生活について 
  8 月 20 日からの「緊急事態宣言」発出下では、コロナ感染不安による欠席は出席停止として 
きましたが、10 月 1 日(金)以降は欠席となります。また、生徒がコロナ感染関係で出席停止と 
なった場合は、引き続きオンライン授業で学習支援をしてまいります。 
学校生活で感染リスクが高いのは、部室など閉鎖した狭い空間でのマスクなしでの会話と昼食 

時の会話です。緊急事態宣言が解除されるとはいえ、生徒の皆さんには従来どおりマスクの常 
時着用、昼食時の黙食、三密の回避等、感染防止対策を心がけるようお願いいたします。 


